
          国が管理する一級河川 

          県が管理する一級河川 

          利根川水系と 

          荒川水圏の流域界 

注１： 国が管理する一級河川の区域は、水辺空間とことん活用 

     プロジェクトの対象外となります。 
 

注２： 鶴ヶ島市内は、一級河川が流下しておりません。 


